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議 決 第 １ 号 

学 校 教 育 課 

令和９年度島根県公立高等学校入学者選抜の基本方針について 

１ 選抜全般について 

(1) 特色入学者選抜（総合入学者選抜、中高一貫教育校(連携型)に係る入学者選抜、スポーツ

推進指定校入学者選抜）、一般入学者選抜を実施する。

ア 特色入学者選抜においては、各高等学校が「求める生徒像」をもとに出願要件や出願書

類を定める。

イ 総合入学者選抜は、定時制・通信制課程を除き、全日制課程の全ての学科において実施

することとし、その募集人員は、体育科を除き当該学科の入学定員の１０～４０％程度ま

でで各学校が定める。

ウ 一般入学者選抜においては、出願後１回に限り志願変更を認める。

エ 一般入学者選抜における合格発表の時点で、欠員が生じた全ての学校・学科において、

第２次募集を実施する。

(2) 県外からの合格者上限４名を超える高等学校の生徒の募集については、別に定める。

(3) 松江市内、出雲市内にある県立高等学校全日制課程４校（松江北高校、松江南高校、松江

東高校、出雲高校）の普通科については、地域外の合格者の割合を入学定員の１０％（出雲

高校は５％）以内に制限する。ただし、総合入学者選抜及びスポーツ推進指定校入学者選抜

においては、地域外入学制限を適用しない。

(4) 通信制課程においては、前期（４月）入学及び後期（１０月）入学のための選抜を実施す

る。

２ 選抜方法について 

(1) 特色入学者選抜

総合入学者選抜及びスポーツ推進指定校入学者選抜においては、提出された書類及び当該

高等学校が指定した２つ以上の選抜検査をもとに総合的に判断して選抜する。

中高一貫教育校(連携型)に係る入学者選抜においては、面接及び自己報告書により、総合

的に判断して選抜する。個人調査報告書や課題レポート、作文を選抜の資料に加えることが

できる。 

(2) 一般入学者選抜

個人調査報告書、学力検査、自己申告書等に基づいて、各高等学校、学科等の特色に配慮

しつつ、その教育を受けるに足る能力・適性等を判定して選抜する。

(3) 第２次募集

提出された資料と実施した検査結果等を総合的に判断し、選抜する。一般選抜学力検査の結

果を資料として利用することができる。

(4) 通信制課程

提出された書類及び面接の結果をもとに総合的に判断して選抜する。
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３ 一般入学者選抜における学力検査について 

(1) 問題作成

ア 学力検査問題は、島根県教育委員会及び松江市教育委員会において作成する。

イ 学力検査問題の作成にあたっては、委員等の人選及び作業の過程について細心の注意を

払うこととする。 

(2) 出題方針

高等学校教育を受けるに足る資質と能力が正しく判定でき、かつ、中学校教育をゆがめる

ことなく、その充実に資することができるよう十分留意して、次の方針により出題する。 

ア 中学校学習指導要領に示されている各教科の目標・内容に即して、問題の内容と程度を

定める。 

イ 単に知識や技能を問うのみでなく、知っていること・できることをどう使うかという観

点で思考力、判断力、表現力等を問うことのできる問題を作成する。 

(3) 学力検査（本検査）の実施

ア 実施教科

中学校の国語、社会、数学、理科、英語の５教科で実施する。

イ 実施期日

令和９年３月３日（水）

公立高等学校全日制課程、定時制課程について、一斉に実施する。

ウ 学力検査場

公立高等学校を学力検査場にあてるとともに、その管理は、各高等学校に設ける学力検

査実施委員会が担当する。 

受検者は志願先高等学校で受検する。ただし、特別な事情により最寄りの学力検査場で

受検を希望する者については、最小限の特別措置を図ることとし、これについては別途指

示する。 

エ 実施時間・配点

実施時間は各教科５０分とし、配点は１教科５０点満点、合計２５０点とする。

オ 採点

採点場は、別に定める公立高等学校とし、採点者には採点場ごとに設ける学力検査実施

委員会の委員をあてる。 

(4) 追検査

実施期日は令和９年３月９日（火）の１日とし、面接及び実技を実施する場合もこの日の

うちに行う。なお、実施教科及び実施時間は本検査と同じとする。ただし、対象者は学力検

査当日の特別措置によっても対応できず、やむを得ず欠席した者とする。 

４ その他 

この基本方針に定めるもののほか、必要な事項は、令和９年度島根県公立高等学校入学者選抜

実施要綱で定める。 
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議 決 第 ２ 号 

学 校 教 育 課 

特別支援教育課 

令和９年度使用県立高等学校・特別支援学校高等部用 

教科用図書の採択の基本方針について 
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Ⅰ 令和９年度使用県立高等学校用教科用図書の採択の基本方針について 

１ 採択の基本方針

⑴ 関係法令の定めるところにより、公正かつ適正な採択を行う。

⑵ 採択は、校長の意見を聞いた上で教育委員会が行う。

２ 採択基準

採択は、「高等学校用教科書目録（令和９年度使用）」に登載されている教科用図書のうちから

行う。

 なお、上記教科用図書が発行されていない教科については、教科の主たる教材として教育目標の

達成上適切な図書を教育委員会の承認の上、使用する。

３ 採択の観点

採択は、各学校の特色、生徒の実態及び教育課程に適合したものであるか考慮した上で厳正に

行う。

４ 採択に係る留意事項

⑴ 生徒の実態等を踏まえ、最も適した教科用図書を採択するために、「採択の基本方針」を基にし

て、教科書研究の充実に努める。

⑵ 適正かつ公正な採択の確保の観点から、教科用図書発行者等の宣伝行為等外部からの影響に採択

結果が左右されることがないよう、関係者の意識啓発に努める。加えて、教科用図書発行者等と

健全かつ適切な関係を保つよう、すべての学校・教員等に対して指導を徹底する。

５ 採択の手続き

① 校長は採択の基本方針を踏まえ、各学校で設置した教科書選定委員会による十分な検討の上、

使用教科用図書を選定し、次年度採択希望を教育委員会事務局へ報告する。

② 教育委員会事務局は校長の報告に基づき調査研究し、選定理由・教育課程との適合性等につい

て審査する。

③ 必要に応じて、教育委員会事務局は各学校に指導助言し、校長は選定に変更があれば教育委員

会事務局へ再報告する。

④ 教育委員会事務局は、教育委員会会議に報告する。

⑤ 教育委員会会議は報告内容を審査し、適当であると認めた場合はこれを了承する。

⑥ 教育委員会会議で了承された後、教育委員会事務局から各学校へ採択決定を通知する。

①

  教科書選定    報告     

  （７月上旬）     ②      

       調査研究   
③     審査 ④       

    指導助言     報告   

  再報告    

    ⑥  ⑤

      採択決定通知   了承

（９月上旬）
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Ⅱ 令和９年度使用県立特別支援学校高等部用教科用図書の採択の基本方針 

について  
 
１ 採択の基本方針 

⑴ 関係法令の定めるところにより、公正かつ適正な採択を行う。 
⑵ 採択は、校長の意見を聞いた上で教育委員会が行う。 

 
２ 採択基準 

採択は、「高等学校用教科書目録（令和９年度使用）」「中学校用教科書目録（令和９年度使用）」 
「小学校用教科書目録（令和９年度使用）」「特別支援学校用（小・中学部）教科書目録（令和９年

度使用）」「令和９年度用島根県教育委員会選定一般図書一覧」に登載されている図書のうちから行

う。なお、「令和９年度用島根県教育委員会選定一般図書一覧」に登載する図書（追加分）につい

ては、令和８年度島根県教科用図書選定審議会の答申を受けて選定する。 
ただし、必要がある場合には、校長の意見に基づき、「教科書目録」等に登載されている図書以 

外の図書を採択する。 
 

３ 採択の観点 
採択は、生徒の発達の段階、障がいの状態及び特性、教育課程に適合したものであるかどうかを 

考慮した上で、厳正に行う。 
 
４ 採択に係る留意事項 

⑴ 生徒の実態等を踏まえ、最も適した教科用図書を採択するために、「採択の基本方針」を基にし 
て、教科書研究の充実に努める。 

⑵ 適正かつ公正な採択の確保の観点から、教科用図書発行者等の宣伝行為等外部からの影響に採択 
結果が左右されることがないよう、関係者の意識啓発に努める。加えて、教科用図書発行者等と 
健全かつ適切な関係を保つよう、すべての学校・教員等に対して指導を徹底する。 

 
５ 採択の手続き 
 ① 校長は採択の基本方針を踏まえ、各学校で十分な検討の上、使用教科用図書を選定し、次年度採 

択希望を教育委員会事務局へ報告する。 
 ② 教育委員会事務局は校長の報告に基づき調査研究し、選定理由・教育課程との適合性等について 

審査する。 
 ③ 必要に応じて、教育委員会事務局は各学校に指導助言し、校長は選定に変更があれば教育委員会 

事務局へ再報告する。 
 ④ 教育委員会事務局は、教育委員会会議に報告する。 

⑤ 教育委員会会議は報告内容を審査し、適当であると認めた場合はこれを了承する。 
⑥ 教育委員会会議で了承された後、教育委員会事務局から各学校へ採択決定を通知する。 

 
                 ① 
       教科書選定    報告               
                      （７月上旬）          ②              
                           調査研究           

③                     審査      ④        
              指導助言                 報告        
                    再報告                            
                                   
                ⑥                 ⑤ 
             採択決定通知             了承 
                         （９月上旬） 
 ※なお、新入生用については合格が決定した２月末に選定を行い、上記と同じ流れで３月に採択する。 
 

各 

特 

別 

支 

援 

学 

校 

教 

育 

委 

員 

会 

事 

務 

局 

教 

育 

委 

員 

会 

会 

議 

8



【関係法令について】 
〇 学校教育法 

第 34 条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書 

を使用しなければならない。 

第 49 条 …第 34 条、…の規定は、中学校に準用する。 

第 62 条 …第 34 条、…の規定は、高等学校に準用する。 

第 82 条 …第 34 条（第 49 条及び第 62 条において準用する場合を含む。）、…の規定は特別支援学校に準用する。 

〇 学校教育法附則 

第９条 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校並びに特別支援学級においては、当分の間、第三十四 

条第一項（第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場 

合を含む。）の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、第三十四条第一項に規定する教科用 

図書以外の教科用図書を使用することができる。 

〇 学校教育法施行規則 

第 89 条 高等学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書

のない場合には、当該高等学校の設置者の定めるところにより、他の適切な教科用図書を使用することができ

る。 

第 135 条 

２ …第 89 条の規定は、特別支援学校の小学部、中学部及び高等部に準用する。 

〇 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

第 21 条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 

  六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。 

〇 教科書の発行に関する臨時措置法 

第２条 「教科書」とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教育課程の

構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であって、

文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。 

〇 島根県立高等学校規程 

第 13 条 教科書は、校長の意見を聞いて、教育委員会が採択する。 

第 15 条 教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書（以下「準教科書」という。） 

を使用する場合は、校長は、あらかじめ準教科書使用承認申請書（様式第 10 号）により教育委員会の承認 

を受けなければならない。 

２ 前項の場合において、教育委員会が必要とするときは、校長は、承認を受けようとする教材の実物を提出しなけ

ればならない。 

〇 島根県立特別支援学校規程 

 第 11 条 特別支援学校においては、教育委員会が採択した教科用図書を使用しなければならない。 

２ 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。ただし、その

選定にあたっては、保護者の経済的負担が過重にならないように考慮しなければならない。 

 
 
【教科用図書について：県立高等学校用】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料 

教 科 用 図 書 

 

○文部科学大臣の検定を経た教科用図書 

 （文科省検定済教科書） 
 
○文部科学省が著作の名義を有する教科

用図書（文科省著作教科書）   
 

学校教育法 34条 

 

 

○教科書の発行されていない科目又は学

校設定科目では、一般図書等又は複数

の教科書を科目の主たる教材（教科用

図書）として使用することができる。            

学教法附則第  9 条 

            学教法施規第 89条 

高校規程 15 条 

教科書 準教科書 

※ デジタル教科書とは、紙の教科書の内容の全部をそのままデジタル化した、 
教科書に代えて使用できる「教科書代替教材」のことである 
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報告第10号 

総　務　課 

産業イノベーション人材育成等に資する高等学校等教育改革促進事業の

申請概要について 

類 型 
アドバンスト・エッセン

シャルワーカー等育成支援
理数系人材育成支援 

多様な学習ニーズに対応

した教育機会の確保 

校 名 
江津地域新設校 

（江津・江津工業高校） 
松江北高校 宍道高校 

コンセプト

地域産業等を担うこと

ができる専門性豊かな工

業人材育成の拠点 

理数的素養を持ちなが

ら社会の課題解決に挑む

人材育成の拠点 

多様な学びを支える

「学びのデザイン支援セ

ンター」の構築

取 組 概 要 

① 地域が求める専門性

豊かな人材育成に向け

た学びの展開 

・ 地域ニーズに対応し

た学び等の実現に向

け、実習棟の改修（教室

の配置転換等）及び実

習設備（レーザー加工

機、重機シミュレータ

等）の導入 

② 地元企業と連携し、

現場を知るものづくり

人材を育む学びの展開 

・ 放課後を利用し、もの

づくり現場を舞台とし

た探究活動のプログラ

ム開発

・ 地元企業勤務者を講

師とした講義の開設 

・ 高校生自らが小中学

生向けものづくりの楽

しさの紹介等を行うキャ

リア教育動画の制作

・ 連携した活動の円滑

な実施のため、コーディ

ネーター等の配置

① 学校敷地内に理数系

教育の拠点としてのラ

ボを整備 

・ 高度機器を配備し、大

学等の協力も得て、探

究の深化を行う産学官

連携の拠点に位置づけ

・ 松江北高生徒のみな

らず、他校生にも開放

し、体験・学習・研究を

支援 

② 従来の２学科（普通

科・理数科）の改編、新

たな科目の設定を検討 

・ 文理を横断した学び

により理数的素養の育

成を行う科目の検討 

・ 医師や研究職等の理

数系人材の育成に資す

る高度な知識・技能を

学ぶ科目の検討 

・ 理系ＡＬＴにより

オールイングリッシュ

で科学的・論理的学び

を深める科目の検討 

① 遠隔授業の充実

・ 開設困難科目の授業

配信 

・ 習熟度別の授業配信

・ 遠隔による合同授業

の実施 

② 多様な学びの充実

・ 日本語教育が必要な

生徒へのＡＩ多言語翻

訳サービスの導入によ

る学習支援 

・ 不登校傾向や対人関

係に不安を抱える生徒

等への心理的安全性が

担保された仮想キャン

パスの構築 

③ 通信教育の充実

・ 既存の紙をベースと

した学びから、紙とデ

ジタルのハイブリッド

型通信教育への転換 

申 請 額 １９．１億円 ２６．７億円 １５．２億円 

申請額総額 ６１．０億円 
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令和９年度島根県市町村立小・中学校等校長人材希望制度について 

１ 制度の概要 
・ 自治体の要望等も踏まえ、町村内で一小・中学校を配置する自治体※が、地方創生の一環として、

地域の人口減少・少子高齢化等の課題に向かい、人口減少に歯止めをかけるべく、該当小・中学校

に対し、特色のある学校経営方針を構築し、校長の実践希望者を募る制度。

※ 令和９年度対象自治体と対象学校（令和８年度と同様）

川本町(小学校１校、中学校１校)、海士町(中学校１校)、西ノ島町(小中学校１校 校長兼務)

知夫村(小中学校１校 校長兼務)

・ 当該自治体が掲げる学校経営方針等に対し、実践する意欲と能力のある校長を県内より募集し、

実際の学校経営をとおして、該当自治体における課題の克服や目標達成の実現を図る。

２ 内容及び方法 
⑴ 校長人材希望制度を実施する学校(以下「実施希望校」という。)の決定

① 校長人材希望制度への申請

・ 自治体が主体となって示す学校経営方針、特色のある取組計画

・ 求める校長像（学校経営上必要とする資質能力等）

② 県教育委員会による実施希望校の決定

③ 校長人事希望制度による人事異動が行われた場合、当該自治体はその後原則３年間の実践を行

い、その間は新たな校長人材希望制度を実施できない。

⑵ 希望者の決定

① 応募要件

次の全てを満たす者

・ 今年度４月１日現在、島根県内の市町村立小・中学校等において、校長として勤務する者及

び令和８年度校長採用・昇任候補者名簿登載者

・ 昭和44年４月２日以降に生まれた者(令和９年度４月１日現在、57歳以下の者)

・ 現任校での勤務年数が２年以上(令和８年度末現在)

② 応募

実施希望校の決定後、応募を希望する者は、実施希望校が示す募集内容について確認の上、実

施希望校の内１校に対し、校長人材希望志願書を作成する。市町村立学校勤務者及び市町村教育

委員会事務局職員は所管の教育事務所長、その他の者は所属長へ提出する。 

なお、実施希望校に配置された場合、任期期間中に他の町村が行う本制度への応募はできない。 

③ 選考(県教育委員会事務局、当該町村教育委員会合同実施)

・ 書類審査

・ 面接審査

⑶ 結果通知等

① 候補者内定（内定結果通知は行わない）

② 配置については、候補者及び全県の校長人事の状況を踏まえ通常の定期人事異動により決定す

る。

③ 候補者の実施希望校への配置結果は定期人事異動の転居等内示又は内示により通知する。任期

は原則３年とする。

３ スケジュール 
５月20日(火)  要項通知、対象自治体による実施希望申請開始 
６月11日(木)  実施希望校決定 

７月 ３日(金)   志願書提出期限 

８月   校長面接 

報告第 11 号 

学 校 企 画 課 
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No. 競技 男女

報 告 第 12 号
保 健 体 育 課

1

2

3

令和９年度島根かみあり国スポ強化指定校の追加指定について

大社高校

松江商業高校

大東高校

ビーチバレーボール

レスリング
男子
女子

女子

陸上競技
男子
女子

学校名

　令和12年（2030年）島根かみあり国スポに向けて高校生の競技力向上を図る
ため、「島根かみあり国スポ強化指定校」として、開催年度末までの長期指定
を行い、令和６年度から支援をしている。
　指定については、島根県高等学校体育連盟から推薦のあった学校の中から、
別紙の基準に基づいて、島根県競技力向上対策本部が県教育委員会と協議のう
え決定することとしている。
　このたび、令和９年度の追加指定を以下のとおり行う。
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指定校 備考 R9年度指定 指定校 備考 R9年度指定

1
2
3

- 個人指定 - 個人指定
大社高校 拠点 〇 大社高校 拠点 〇

競 泳
水 球 江津高校 単独
飛 込
ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ

立正大学淞南高校 複数 松江商業高校 拠点
大社高校 複数

7 開星高校 単独
江津工業高校 拠点 松江東高校 拠点
松江東高校 拠点

9 横田高校 単独 横田高校 単独
10 - 個人指定 - 個人指定

安来高校 複数 安来高校 単独
松江工業高校 複数

ﾋﾞｰﾁﾊﾞ ﾚｰ ﾎﾞ ｰﾙ 大東高校 拠点 松江商業高校 拠点 〇

大社高校 複数 大社高校 複数
浜田高校 複数 浜田高校 複数

新 体 操 開星高校 単独
13 松江東高校 単独 松江商業高校 単独

隠岐島前高校 単独 隠岐島前高校 単独
松江工業高校 拠点

大東高校 拠点 〇 大東高校 拠点 〇

15 隠岐水産高校 拠点 隠岐水産高校 拠点
16 出雲農林高校 拠点 出雲農林高校 拠点
17 江津高校     複数 江津高校     複数
18 出雲工業高校 拠点 出雲工業高校 拠点

松江工業高校 複数 出雲北陵高校 複数
出雲北陵高校 複数 松江南高校 複数

20 出雲北陵高校 単独 明誠高校 単独
21
22 隠岐水産高校 拠点
23
24 安来高校     複数 安来高校 拠点

開星高校 複数 出雲西高校 複数
平田高校 複数 平田高校 複数

26 三刀屋高校 単独 三刀屋高校 単独
27 松徳学院高校 単独 松江商業高校 単独
28 出雲高校     複数 出雲高校     複数
29 立正大学淞南高校 単独 立正大学淞南高校 単独
30 大社高校 単独 大社高校 単独
31 石見智翠館高校 単独 石見智翠館高校 単独
32

島根中央高校 拠点 島根中央高校 拠点
出雲農林高校 拠点 出雲農林高校 拠点
松江東高校 複数 松江東高校 複数

出雲工業高校 複数 出雲工業高校 複数
35
36
37
38 出雲北陵高校 単独
39
40
41

指定競技： 28競技 指定競技： 26競技
指定校数： 22校 指定校数： 23校
個人指定： 2競技 個人指定： 2競技

島根かみあり国スポ強化指定校（競技別）
No.

4 陸 上 競 技

6 人 制

男子 女子

水 泳

サ ッ カ ー

テ ニ ス

競技名

ス キ ー
ア イ ス ホ ッ ケ ー
ス ケ ー ト

ホ ッ ケ ー
ボ ク シ ン グ

銃 剣 道
空 手 道

卓 球

フ ェ ン シ ン グ

ヨ ッ ト

自 転 車
ハ ン ド ボ ー ル

柔 道

ア ー チ ェ リ ー

カ ヌ ー

山 岳
ラ グ ビ ー
剣 道
ラ イ フ ル 射 撃
弓 道
バ ド ミ ン ト ン

ト ラ イ ア ス ロ ン
ゴ ル フ
ボ ウ リ ン グ
な ぎ な た
ク レ ー 射 撃

馬 術

ロ ー イ ン グ （ ボ ー ト ）

ソ フ ト テ ニ ス

レ ス リ ン グ

ソ フ ト ボ ー ル

34

12

5

6

11

33

25

14

8

19

バ
レ ー
ボ ー

競 技体 操

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル

相 撲
軟 式 野 球

ウ エ イ ト リ フ テ ィ ン グ
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男子 女子
指定競技 指定競技

バ レ ー ボ ー ル バ レ ー ボ ー ル

フ ェ ン シ ン グ フ ェ ン シ ン グ

2 情 報 科 学 高 校
3 松 江 北 高 校
4 松 江 南 高 校 ソ フ ト テ ニ ス

ロ ー イ ン グ （ ボ ー ト ） ロ ー イ ン グ （ ボ ー ト ）

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル

ア ー チ ェ リ ー ア ー チ ェ リ ー

バ レ ー ボ ー ル

レ ス リ ン グ

ソ フ ト テ ニ ス

サ ッ カ ー

バ ス ケ ッ ト ボ ー ル

バ ド ミ ン ト ン

ビ ー チ バ レ ー ボ ー ル

8 松 江 農 林 高 校
ビ ー チ バ レ ー ボ ー ル

レ ス リ ン グ レ ス リ ン グ

10 横 田 高 校 ホ ッ ケ ー ホ ッ ケ ー

11 三 刀 屋 高 校 ソ フ ト ボ ー ル ソ フ ト ボ ー ル

12 飯 南 高 校
13 平 田 高 校 柔 道 柔 道

14 出 雲 高 校 弓 道 弓 道

自 転 車 自 転 車

ア ー チ ェ リ ー ア ー チ ェ リ ー

16 出 雲 商 業 高 校
ウ エ イ ト リ フ テ ィ ン グ ウ エ イ ト リ フ テ ィ ン グ

カ ヌ ー カ ヌ ー

陸 上 競 技 陸 上 競 技

サ ッ カ ー

体 操 体 操

剣 道 剣 道

19 大 田 高 校
20 邇 摩 高 校
21 島 根 中 央 高 校 カ ヌ ー カ ヌ ー

22 矢 上 高 校
水 球

ハ ン ド ボ ー ル ハ ン ド ボ ー ル

24 江 津 工 業 高 校 ロ ー イ ン グ （ ボ ー ト ）

25 浜 田 高 校 体 操 体 操

26 浜 田 商 業 高 校
27 浜 田 水 産 高 校
28 益 田 高 校
29 益 田 翔 陽 高 校
30 吉 賀 高 校
31 津 和 野 高 校
32 隠 岐 高 校
33 隠 岐 島 前 高 校 レ ス リ ン グ レ ス リ ン グ

ヨ ッ ト ヨ ッ ト

相 撲

35 皆 美 が 丘 女 子 高 校
テ ニ ス 新 体 操

柔 道

サ ッ カ ー

ラ イ フ ル 射 撃 ラ イ フ ル 射 撃

38 松 徳 学 院 高 校 バ ド ミ ン ト ン

39 松 江 西 高 校
ソ フ ト テ ニ ス ソ フ ト テ ニ ス

卓 球 な ぎ な た

41 出 雲 西 高 校 柔 道

42 石 見 智 翠 館 高 校 ラ グ ビ ー ラ グ ビ ー

43 明 誠 高 校 卓 球

44 益 田 東 高 校
28競技、22校 26競技、23校

（2競技は個人指定） （2競技は個人指定）
※個人指定競技は男女陸上競技、男女ボクシングとする。

40 出 雲 北 陵 高 校

36 開 星 高 校

37 立 正 大 学 淞 南 高 校

出 雲 工 業 高 校

隠 岐 水 産 高 校

江 津 高 校23

34

17

大 社 高 校18

島根かみあり国スポ強化指定校（学校別）
学校名№

出 雲 農 林 高 校

15

6 松 江 工 業 高 校

1 安 来 高 校

松 江 東 高 校5

大 東 高 校9

7 松 江 商 業 高 校
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